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徳
島
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
南
市
長
生
町

令
和
四
年
六
月
二
十
日

三
村
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

徳
島
市
多
家
良
町

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

多
家
良
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
四
百
四
十
号

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
河
川
距
離
標
一
点
、
三

阿
南
市
向
原
町

令
和
四
年
六
月
七
日
か
ら

級
基
準
点
測
量
三
点
、
三
級
水
準
点

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
ま
で

測
量
一
点
）



徳
島
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
七
月
五
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
三
野
町
太
刀
野
山
字

生
賀
五
一
七
〇
番
一
地
先
か

ら

旧

八
・
〇
〜
三
〇
・
四

一
四
五
・
一

８

同

０

勝
浦
三
野

１

五
一
七
二
番
一
地
先
ま

で同

新

八
・
〇
〜
三
〇
・
四

一
四
五
・
一



徳
島
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
七
月
五
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
三
野
町
太
刀
野
山
字
生
賀

８

五
一
七
〇
番
一
地
先
か
ら

０

勝
浦
三
野

一
四
五
・
一

令
和
四
年
七
月
五
日

１

同五
一
七
二
番
一
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

鳴
門
市
大
麻
町
萩
原
字
宮
前
六
二
番
一
の
一
部

鳴
門
市
大
麻
町
萩
原
字
山
ノ

磯
﨑

朋
治

下
一
〇
番
地
一

同

六
二
番
三
及
び
六
二

同

磯
﨑

旭
紘

番
一
の
一
部

磯
﨑

実
希

同

里
浦
町
里
浦
字
中
島
四
二
番
二

同

里
浦
町
粟
津
字
中
島

福
井
産
業
株
式
会
社

一
七
〇
番
地

小
松
島
市
日
開
野
町
字
破
閑
道
二
番
八
、
四
番
一

徳
島
市
佐
古
六
番
町
四
番
二

株
式
会
社
ケ
ン
ト
ホ
ー

及
び
五
番

五
号

ム
ズ

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
字
殿
郷
二
九
番
一
、
三
〇

同

東
新
町
二
丁
目
一
七

株
式
会
社
内
藤
不
動
産

番
及
び
三
一
番
一

番
地

名
西
郡
石
井
町
浦
庄
字
下
浦
八
一
二
番
八

同

北
田
宮
四
丁
目
一
〇

新
開

愛
可

―
一
八
―
二
〇
三
号
フ
ォ
レ

新
開

祐
作

ナ
北
田
宮

同

高
原
字
東
高
原
四
四
〇
番
五

名
西
郡
石
井
町
高
原
字
東
高

大
森

亮
介

原
四
四
〇
番
地

大
森

亜
惟



徳
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
四
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
二
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
規
則

第
六
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

日
時

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日
（
水
曜
日
）
午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二

場
所

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
二
階

第
一
会
議
室
及
び
第
二
会
議
室

三

受
講
願
書
の
提
出
期
間

令
和
四
年
七
月
五
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四

受
講
願
書
の
提
出
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

五

受
講
手
数
料

三
千
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
講
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一

―
二
五
六
六
）
へ
す
る
こ
と
。



徳
島
県
企
業
局
告
示
第
一
号

徳
島
県
駐
車
場
事
業
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
）
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
企
業
局
長

板

東

安

彦

一

利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

単
位

金
額

上

限

額

藍
場
町
地
下

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

三
百
円

八
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
の

駐
車
場

日
を
除
く
日
の
午
前
七
時
か
ら
午
後
十

駐
車
一
時
間
を
超
え
る

三
十
分

百
五
十
円

一
時
ま
で

千
円

時
間

松
茂
駐
車
場

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

無
料

最
初
の
二
十
四
時
間
ま
で

五
百
円

以
後
の
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と

五
百

駐
車
一
時
間
を
超
え
る

一
時
間

百
円

円

時
間

備
考１

利
用
時
間
に
、
こ
の
表
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用

時
間
は
、
同
表
に
定
め
る
単
位
の
利
用
時
間
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
八
時
間
以
上
藍
場
町

地
下
駐
車
場
に
駐
車
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
時
間
内
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
六
百
円
と
す
る
。

３

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す

る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
療
育
手
帳
（
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
、

児
童
相
談
所
又
は
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
に
お
い
て
知
的
障
害
と
判
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
都

道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
の
長
か
ら
支
給
さ
れ
る
手
帳
で
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
そ
の
他
の
事
項
の
記

載
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
乗
車
し
て
い
る
自
動
車
を
駐
車
す
る
場

合
は
、
藍
場
町
地
下
駐
車
場
の
最
初
の
二
時
間
分
の
駐
車
料
金
（
定
期
駐
車
券
に
係
る
料
金
を
除

く
。
）
及
び
松
茂
駐
車
場
の
最
初
の
二
十
四
時
間
分
の
駐
車
料
金
を
無
料
と
す
る
。

二

適
用

令
和
四
年
八
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。



徳
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

当
委
員
会
は
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九

号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
病
院
局
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合

に
つ
い
て
、
同
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
者
の
範
囲
を
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
令
和
三
年
徳
島

県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
徳
島
県
病
院
局

職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
七
月
五
日

徳
島
県
労
働
委
員
会
会
長

豊

永

寛

二

勤

務

箇

所

労

働

組

合

法

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

者

一

病
院
事
業
管
理
者
の
職
に
あ
る
者

二

局
長
、
副
局
長
、
次
長
、
課
長
、
政
策
調
査
幹
、
副
課
長
及
び
課
長
補
佐
の
職

に
あ
る
者

本

局

三

総
務
課
の
人
事
、
給
与
又
は
労
務
を
担
当
す
る
係
長
の
職
に
あ
る
者

四

総
務
課
の
人
事
，
給
与
又
は
労
務
を
担
当
す
る
主
任
の
職
に
あ
る
者
の
う
ち
総

務
課
長
の
指
定
す
る
も
の

一

病
院
長
及
び
副
院
長
の
職
に
あ
る
者

二

事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
及
び
課
長
（
労
務
を
担
当
す
る
課
長
に
限
る
。
）
の

職
に
あ
る
者

徳

島

県

立

三

医
療
局
長
、
医
療
局
次
長
及
び
部
長
の
職
に
あ
る
者

中

央

病

院

四

薬
剤
局
長
及
び
薬
剤
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

五

医
療
技
術
局
長
及
び
医
療
技
術
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

六

看
護
局
長
及
び
看
護
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

一

病
院
長
及
び
副
院
長
の
職
に
あ
る
者

二

事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

徳

島

県

立

三

医
療
局
長
及
び
部
長
の
職
に
あ
る
者

三

好

病

院

四

医
療
技
術
局
長
及
び
医
療
技
術
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

五

看
護
局
長
及
び
看
護
局
次
長
（
二
人
以
上
の
看
護
局
次
長
が
置
か
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
病
院
長
の
指
定
す
る
看
護
局
次
長
に
限
る
。
）
の
職
に
あ
る
者

一

病
院
長
及
び
副
院
長
の
職
に
あ
る
者

二

事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

徳

島

県

立

三

医
療
局
長
及
び
医
療
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

海

部

病

院

四

医
療
技
術
局
長
及
び
医
療
技
術
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

五

看
護
局
長
及
び
看
護
局
次
長
の
職
に
あ
る
者
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